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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細長い医療デバイスを内視鏡に連結するためのアダプタであって、前記細長い医療デバ
イス及び前記内視鏡は非互換性のコネクタを有し、前記アダプタは、
　内視鏡に連結する寸法及び形状とされた本体を有し、本体の側壁に画定された第１の横
方向の開口部であって、前記内視鏡の前記コネクタに設けられたフランジを受け入れる開
口部を有する第１の部分であって、該開口部を画定する面の一部が、前記内視鏡の前記コ
ネクタのフランジの下に横方向に摺動し、前記フランジが前記開口部の面の前記一部を少
なくとも部分的に被って延在するようにして、前記第１の部分が前記内視鏡の前記コネク
タと横方向に係合可能である第１の部分と、
　前記第１の部分に連結可能な第２の部分であって、該第２の部分を通って画定された第
２の開口部を含み、該第２の開口部が前記第１の開口部に連結可能である第２の部分と、
　を有し、
　前記第２の部分は近位端部分にコネクタを有し、該コネクタは、前記細長い医療デバイ
スが当該アダプタに連結されると、該細長い医療デバイスのシャフトが前記第１の開口部
と前記第２の開口部を通って前記内視鏡の中に遠位方向に伸長可能であるように、前記細
長い医療デバイスの少なくとも一部分を収容する寸法及び形状とされている第２の部分と
　を備えているアダプタ。
【請求項２】
　前記第１の部分と前記第２の部分が別個の部材で且つ連結可能である、請求項１に記載
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のアダプタ。
【請求項３】
　前記第１の部分と前記第２の部分が蝶番連結され（ｈｉｎｇｅｄｌｙ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｅｄ）ている、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項４】
　前記第２の部分と前記内視鏡の間に配置可能なシールをさらに備えている、請求項１乃
至３のいずれかに記載のアダプタ。
【請求項５】
　前記第１の部分が前記第２の部分に前記第１の部分を固定する閉じ具部材を備える、請
求項１乃至４のいずれかに記載のアダプタ。
【請求項６】
　前記第１部分と前記第２部分が前記内視鏡の前記コネクタに連結且つ解放可能に固定さ
れるように、前記閉じ具部材が前記第２の部分にスナップ嵌合するスナップ嵌合閉じ具で
ある、請求項５に記載のアダプタ。
【請求項７】
　前記第２の部分と前記内視鏡の間に配置可能なシールをさらに備えている、請求項１乃
至６のいずれかに記載のアダプタ。
【請求項８】
　前記第１の部分が一対の柔軟性のある脚を備える、請求項１乃至７のいずれかに記載の
アダプタ。
【請求項９】
　前記第２の部分が該第２の部分の近位側表面に形成された空洞を有しており、前記空洞
は前記内視鏡の前記コネクタの少なくとも一部分を収容する寸法及び形状とされている、
請求項１乃至８のいずれかに記載のアダプタ。
【請求項１０】
　前記第２の部分が、前記第２の部分のルアーコネクタをさらに備え、該ルアーコネクタ
が前記医療デバイスと嵌合するように構成されている、請求項１乃至９のいずれかに記載
のアダプタ。
【請求項１１】
　前記スナップ嵌合閉じ具が一対の柔軟性のある脚によって前記本体に連結される、請求
項６に記載のアダプタ。
【請求項１２】
　前記柔軟性のある脚が、そこを通って前記内視鏡のコネクタを横方向に収容するために
離れて配置されている、請求項１１に記載のアダプタ。
【請求項１３】
　前記アダプタを同封するためのパッケージをさらに備える、請求項１乃至１２のいずれ
かに記載するアダプタ。
【請求項１４】
　前記パッケージに収められた細長い医療デバイスをさらに含む、請求項１３に記載のア
ダプタ。
【請求項１５】
　前記パッケージに納められた複数のアダプタをさらに備える、請求項１３又は１４に記
載のアダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００９年４月２９日に出願された米国仮出願第６１／１７３、７８０号の利
益を主張しており、この開示の全体を参照により本明細書に援用する。
【０００２】
　本発明は、一般的に内視鏡に挿入可能な細長い医療デバイスを収容するためのアダプタ
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に関し、特に内視鏡の補助チャネルポートに連結するためのアダプタに関する。
【背景技術】
【０００３】
　内視鏡装置及び内視鏡治療は、内部器官を精密に検査することにより、様々な病態を診
断、観察及び治療するために使用することができる。従来の内視鏡は、一般的には、体内
部位の内部を可視化するためのデバイス及び１つ以上の治療デバイスを挿通するためのル
ーメンを有する器具である。一般的な分野の内視鏡に関して、広範囲に及ぶ応用が開発さ
れてきたが、一例として、次のものが挙げられる。即ち、関節鏡、血管内視鏡、気管支鏡
、総胆管鏡、結腸鏡、細胞鏡、十二指腸鏡、腸内鏡、食道胃－十二指腸鏡（胃カメラ）、
腹腔鏡、喉頭鏡、鼻腔頭－ネプロスコープ（ｎａｓｏｐｈａｒｙｎｇｏ－ｎｅｐｒｏｓｃ
ｏｐｅ）、Ｓ状結腸鏡、胸腔鏡、及び尿管鏡（個別に及び集合的に、「内視鏡」）である
。
【特許文献１】米国特許第６、９７６、９５５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　幾つかの内視鏡装置では、体内部位の可視化は、ビデオカメラを用いて得られる。ビデ
オカメラは、手術器具又は手順を観察するための視野を提供する。また、医療用超音波は
、外科的処置を視野内で監視するために使用されている。超音波内視鏡検査（ＥＵＳ）は
、生体組織の画像又はエコー源性面を作成するために高周波音波を利用している。超音波
は、内視鏡の先端に位置する振動子から放射される。エコー源性面を有する外科用器具は
超音波を反射し、内視鏡操作者が患者内のデバイスの位置を監視できるようにしている。
【０００５】
　幾つかの内視鏡治療では、医療デバイスは、内部器官にアクセスするために内視鏡に挿
通される。例えば、針などの細長いデバイスを、診断と治療処置のために内視鏡の補助チ
ャネルに挿通することができる。
【０００６】
　異なる会社によって製造された内視鏡は、細長い医療デバイスと連結するための補助チ
ャネルのポートに異なる種類のコネクタを有する場合がある。補助チャネルのポートにお
ける異なる種類のコネクタにより、それぞれの細長い医療デバイスは、それぞれの異なる
種類の内視鏡のための適切なコネクタを備えることを必要とする。様々な種類の細長い医
療デバイスの多様さに対する様々なコネクタへの要求により、医療処置中に使用される内
視鏡の種類に応じて、医療デバイスのさらなる品揃えの必要性を大幅に増大させている。
増加した品揃えはまた、これらの医療処置に関連するコストも増加させる。
【０００７】
　任意の種類の内視鏡の補助チャネルのポートに一般的に連結可能なアダプタを有するこ
とが望ましく、該アダプタは内視鏡操作者によって選定される細長い医療デバイスを収容
する寸法及び形状とされる部分を有している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　従って、１つ以上の前述の欠点を解決又は改善する特徴を有する内視鏡用のアダプタを
提供することが本発明の目的である。
【０００９】
　上記の目的は、細長い医療デバイスを内視鏡に連結するように構成されたアダプタを提
供することにより、本発明の一態様で得られており、該アダプタと内視鏡は非互換性コネ
クタを有している。アダプタは、内視鏡に連結する寸法及び形状とされた遠位端を有する
第１の部分を含んでいる。第１の部分はそこを通って画定されている第１の開口部が含ま
れている。アダプタは、さらに第１の部分に連結可能な第２の部分を含み、該第２の部分
を通って画定され、第１の開口部に動作可能に連結可能である第２の開口部を含んでいる
。第２の部分は、細長い医療デバイスがアダプタに連結されるとき、細長い医療デバイス
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のシャフトが第１の開口部と第２の開口部を通って内視鏡の中に遠位方向に伸長可能であ
るように、細長い医療デバイスの少なくとも一部分を収容する寸法及び形状とされた近位
端部分にコネクタを有する。
【００１０】
　別の態様において、キットが提供される。キットは、パッケージに提供される少なくと
も１つのアダプタを含んでいる。キットは、複数のアダプタを含めることができる。キッ
トは、細長い医療デバイスを含んでもよい。
【００１１】
　別の態様では、アダプタが細長い医療デバイスを内視鏡に連結するために設けられ、細
長い医療デバイス及び内視鏡は非互換性のコネクタを有している。アダプタは内視鏡に連
結する形状とされた本体を有する第１の部分を有し、第１の部分はそこを通って画定され
た第１の開口部を有して、第１の部分の表面がコネクタのフランジの一部分に当接するよ
うに内視鏡のコネクタと横方向に係合可能である。アダプタは、第１の部分に連結可能な
第２の部分を含み、該第２の部分を通って画定され、第１の開口部に動作可能に連結可能
である第２の開口部を含んでいる。第２の部分は近位端部分にアダプタのコネクタを有し
、該アダプタのコネクタは細長い医療デバイスがアダプタに連結されるとき、細長い医療
デバイスのシャフトが第１の開口部と第２の開口部を通って内視鏡の中に遠位方向に伸長
可能であるように、細長い医療デバイスの少なくとも一部分を収容する寸法及び形状とさ
れている。
【００１２】
　本発明の利点は、例示として示され説明されている本発明の好ましい実施例の以下の記
述から、当業者に、更に明らかになるであろう。理解されるように、本発明は他の、そし
て、異なった実施形態ができ、その詳細は様々な観点で変更ができる。従って、図面と説
明は、事実上例示的なものとして見なされるべきであり、限定的なものとして見なされる
べきでない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明によるアダプタの部分側面斜視図である。
【００１４】
【図２】アダプタの第１の部分が部分的に内視鏡に連結されている図１に示すアダプタの
部分側面斜視図である。
【００１５】
【図３】アダプタが内視鏡に連結されている図１に示すアダプタの部分側面斜視図である
。
【００１６】
【図４】本発明によるアダプタの断面図である。
【００１７】
【図５】図３に示すアダプタ及び細長い医療デバイスの部分側面斜視図である。
【００１８】
【図６】図５に示すアダプタの部分側面斜視図であり、細長い医療デバイスが該アダプタ
に連結されている。
【００１９】
【図７】図６に示すアダプタ及び医療デバイスの部分側面斜視図であり、医療デバイスの
動きを示している。
【００２０】
【図８】本発明による別のアダプタの部分側面斜視図である。
【００２１】
【図９】図８に示すアダプタ及び細長い医療デバイスの部分側面斜視図である。
【００２２】
【図１０】本発明による、開いた位置にある状態の別のアダプタの部分側面斜視図である
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。
【００２３】
【図１１】図１０に示す、閉じた位置にある状態のアダプタの部分側面斜視図である。
【００２４】
【図１２】本発明による別のアダプタの部分側面斜視図である。
【００２５】
【図１３】図１２に示すアダプタの側面断面図である。
【００２６】
【図１４】本発明による別のアダプタの斜視図である。
【００２７】
【図１５】補助チャネルに密接に嵌合している図１４に示すアダプタの斜視図である。
【００２８】
【図１６】アダプタが閉じられ、補助チャネルに連結された、図１５に示すアダプタの斜
視図である。
【００２９】
【図１７】本発明のアダプタと細長い医療デバイスを含むキットの上面図である。
【００３０】
【図１８】複数のアダプタを含むキットの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明は図面に関連付けて説明されており、図中、類似要素は類似の符号で示されてい
る。本発明の様々な要素の関係及び機能は、以下の詳細な説明でより深く理解される。し
かしながら、本発明の実施形態は図に描かれた実施形態に限定されるものではない。また
、図は縮尺合わせされているわけではなく、場合によっては、本発明を理解する上で必要
でない詳細事項、例えば従来通りの製作及び組み立ての詳細事項などは省略されているこ
とを理解されたい。
【００３２】
　本明細書で使用する、近位及び遠位という用語は、患者に挿入する内視鏡及び細長い医
療デバイスを操作する医師から見てのものであると理解すべきである。従って、遠位とい
う用語は医師から最も遠いデバイスの部分を意味し、近位という用語は医師に最も近いデ
バイスの部分を意味する。
【００３３】
　図１は、本発明の実施形態によるアダプタ１０を示す。アダプタ１０は、内視鏡２０に
取り外し可能に連結できるように構成されている。アダプタ１０は、第１の部分２２と第
２の部分２４を含む。第１の部分２２と第２の部分２４は、互いに関して独立して可動性
があってもよく、また互いに解放可能に連結可能であってもよい。
【００３４】
　図１に示すように、アダプタ１０の第１の部分２２は、内視鏡２０の補助チャネル３０
のコネクタ２８に連結することができる遠位端部分２６を含む。遠位端部分２６は、相補
的にコネクタ２８を係合する寸法及び形状とされている。遠位端部分２６は、内視鏡と共
に供与される内視鏡コネクタの種類に応じて様々な寸法と形状で提供することができる。
非制限的実施例として、コネクタ２８は図１に示すようにフランジ３１と２つの平坦な側
面３３を有していてもよい。第１の部分２２の遠位端部分２６は、コネクタ２８の平坦な
側面３３と嵌合するように構成されている、２つの相補的に対応する平坦な内部側面３４
を有している。スロット３６がコネクタ２８に被さって横方向にスライドできるように、
遠位端部分２６は、コネクタ２８のフランジ３１のリップと係合する寸法及び形状のスロ
ット３６と、遠位端部分２６の壁内の開口部３７をさらに有している。第１の部分２２の
スロット３６は、アダプタ１０をコネクタ２８に対して長手方向に固定するように、アダ
プタ１０を内視鏡２０のコネクタ２８に固定する。図４に示すように、ルーメン４８が、
第１の部分２２を貫通して延在し、内視鏡２０の補助チャネル３０に動作可能に連結され
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ている。
【００３５】
　図２は、内視鏡２０のコネクタ２８に連結された遠位端部分２６と共にアダプタ１０を
示している。アダプタ１０の第２の部分２４は、内視鏡２０にアダプタ１０をさらに固定
するために、アダプタ１０の第１の部分２２に対して移動することができる。第２の部分
２４は、当業者に公知の任意の機構、例えば、ねじ又はスナップ嵌合結合により、第１の
部分２２に対して固定することができる。図２に示すように、アダプタ１０を内視鏡２０
のコネクタ２８に軸線方向に固定するために、第１の部分２２を被って第２の部分２４を
ねじるように、（図４に示すように）第１の部分２２は第２の部分２４の雌ねじ６８と合
わせてねじることができる雄ねじ４２を含む。ルーメン４９は、第２の部分２４を貫通し
て延在し、第１の部分２２のルーメン４８に動作可能に連結されている。
【００３６】
　図３は、第１の部分２２を被って固定されたアダプタ１０の第２の部分２４を示してい
る。第２の部分２４は、開口部３７が第２の部分２４によって閉鎖されるように第１の部
分２２に係合しており、スロット３６と平坦な側面３３は、液体と空気が第１の部分２２
とコネクタ２８の間の連結部から漏洩しないようにコネクタ２８に押圧されている。
【００３７】
　内視鏡に固定される前のアダプタ１０の断面図を図４に示す。第１の部分２２と第２の
部分２４に加えて、第１の部分２２との組み合わせで、アダプタ１０内に配置し、コネク
タ２８に締め付けることができるシール６０を、アダプタ１０はさらに含んでもよい。液
体が漏れないように、且つ必要なときに吸引が維持できるように、シール６０は、コネク
タ２８に対してアダプタ１０の密封を容易にしている。アダプタ１０のルーメン４９が内
視鏡２０の補助チャネル３０に動作可能に連結できるように、チャネル６７がシール６０
を貫通して設けられている。シール６０は、第２の部分２４の遠位側空洞壁６６及び第１
の部分２２に当接する寸法及び形状とされてもよい。第２の部分２４の雌ねじ６８が第１
の部分２２の雄ねじ４２を下方に締め付けるとき、第１の部分２２のスロット３６はコネ
クタ２８に固く締まり、シール６０は第１の部分２２の中に摺動し且つコネクタ２８の上
端に固く締まる。
【００３８】
　当業者によって理解されるように、第１の部分２２と第２の部分２４のさらなる構成に
より、内視鏡２０のコネクタ２８と連結することができる。第１の部分２２は、異なる種
類のコネクタ２８と相補的に係合するように変更されてもよい。例えば、コネクタ２８が
、図１に示す平坦化された側面を有する基部の代わりに突出フランジの下部に丸い基部を
有する典型的なルアー型コネクタの場合には、アダプタ１０の第１の部分２２は、平坦化
された側面３３の代わりに丸くされた内部表面を有するスロット３６を含むことができる
。
【００３９】
　図３に示すように、アダプタ１０のルーメン４９が内視鏡２０の補助チャネル３０に連
結するように、ルーメン４９は、アダプタ１０を貫通して延在し、且つコネクタ２８内の
（図１に示す）開口部４０と動作可能に連結されている。アダプタ１０は、内視鏡２０に
長手方向及び軸線方向に固定され、該アダプタを貫通して細長い医療デバイス５０を収容
できる状態になっている。細長い医療デバイス５０は、通常内視鏡の補助チャネルを通し
て挿入される、どのような種類のデバイスであってもよい。アダプタ１０の第２の部分２
４は、細長い医療デバイス５０を収容する寸法及び形状とされる近位部分４６の開口部４
４を含む。本発明のアダプタで使用できる細長い医療デバイスの典型的なタイプはマルチ
パートハンドルアセンブリ（ｍｕｌｔｉｐａｒｔ　ｈａｎｄｌｅ　ａｓｓｅｍｂｌｙ）を
有するエコー源性針である。本発明のアダプタでの使用に適した典型的なハンドルは、米
国特許第６、９７６、９５５号に記載されている。典型的な針はエコチップウルトラ（Ｅ
ｃｈｏｔｉｐ　Ｕｌｔｒａ）（登録商標）超音波内視鏡検査針（クックメディカル、イン
ディアナ州ブルーミントン）である。
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【００４０】
　図５に示すように、細長い医療デバイス５０は、コネクタ２８に固定されているアダプ
タ１０を通して内視鏡２０の中に挿入可能である。非限定的な例として、アダプタ１０の
近位端部分４６における開口部４４の中に延在するシャフト５２と共に典型的な細長い医
療デバイス５０を示す。近位端部分４６は、細長い医療デバイス５０を内視鏡２０の補助
チャネル３０の中で正しい方向を向くように、開口部４４の中に突出し、且つ細長い医療
デバイス５０の一部分のキー溝５８と嵌合するように構成されている、方向を合わせるキ
ー５６を含むことができる。幾つかの実施形態では、アダプタ１０はキー溝とキーが設け
られた細長い医療デバイスを備えることができる。
【００４１】
　アダプタ１０は、アダプタ１０に細長い医療デバイス５０の少なくとも一部分を固定す
るための近位端部分４６に、固定部７２をさらに備えることができる。細長い医療デバイ
ス５０の遠位端が手技を実行する（図示せず）ために内視鏡の遠位端から抜け出て伸長す
ることができるように、細長い医療デバイス５０の追加の部分がアダプタ１０と内視鏡２
０に対して長手方向に移動可能であってもよい。図５に示すように、アダプタ１０の遠位
端部分４６はある種の固定部７２として、アダプタ１０から半径方向外側に伸張するフラ
ンジ７４を含めることができる。細長い医療デバイス５０は、アダプタ１０に細長い医療
デバイス５０を固定するために、１つ以上のクリップ７８などの対応する固定部７６を含
んでもよい。
【００４２】
　図６及び７は、内視鏡２０に固定されているアダプタ１０に固定された細長い医療デバ
イス５０を示している。シャフト５２は、アダプタ１０のルーメン４８を通って内視鏡２
０の補助チャネル３０に延在している。細長い医療デバイス５０は、シャフト５２を作業
チャネル３０を通って長手方向に移動させるように操作することができるハンドル８２を
含む。ハンドル８２、又はその各部は、さらに細長い医療デバイス５０がアダプタ１０に
固定され、医療デバイス５０のクリップ７８がアダプタ１０のフランジ７４に固定された
状態で、アダプタ１０に対して回転させることができる。図７に示すように、ハンドル８
２の回転により、シャフト５２の長手方向の移動が可能になる。加えて、方向を合わせる
キー５６及びキー溝５８が含まれている場合、ハンドル８２が回転可能であり、細長いデ
バイス５０が長手方向に移動可能である一方、アダプタ１０内で及び内視鏡２０に対して
細長い医療デバイス５０のシャフト５２が軸線方向を維持している。
【００４３】
　本発明のアダプタの別の実施形態が図８及び９に示されている。図８は、第１の部分１
２２と第２の部分１２４を有するアダプタ１１０を示している。上記アダプタ１０と同様
に、第１の部分１２２は相補的に内視鏡２０のコネクタ２８を係合する寸法及び形状とさ
れている。第１の部分１２２は内視鏡の製造者に応じて特定のコネクタ形状に相補的に係
合する寸法及び形状とされている。第１の部分１２２は、上記のアダプタ１０と同様の方
法でコネクタ２８に固定されている。
【００４４】
　アダプタ１１０は、上記アダプタ１０と同様の内視鏡２０のコネクタ２８に第１の部分
１２２をさらに固定するために構成された第２の部分１２４を有する。近位端部分１４６
には、ハンドル８２の一部分８４をアダプタ１１０に固定するために、（図９に示す）細
長い医療デバイス５０のハンドル８２と嵌合するように設計されているアダプタ１１０の
別の固定部１７２を示している。後述するように、キー又はキー溝を医療デバイスを回転
方向に向かわせるために備えることもできる。固定部１７２は、アダプタ１０の中に細長
い医療デバイス５０を固定するために、ハンドルの一部分８４に押し付ける回転可能なつ
まみねじであってもよい。アダプタ１１０はまた、細長い医療デバイス５０の、ハンドル
の一部分８４がアダプタ１１０の中にどこまで延在しているを示す数値マーキングなどの
部分を視認する側壁開口部１７５を含むことができ、その結果、内視鏡２０に対する細長
い医療デバイス５０の位置を示す。
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【００４５】
　アダプタ１０の第２の部分２４と同様に、第２の部分１２４は、内視鏡２０に対して細
長い医療デバイス５０を回転方向に向けるために、キー１５６又はキー溝１５８の一方を
備えることができる。アダプタ１１０が内視鏡２０に固定されるときに、上記アダプタ１
０と同様に、第１の部分１２２と第２の部分１２４は、そこを通って延在し、内視鏡２０
の補助チャネル３０に動作可能に連結しているルーメン１４８、１４９を備えている。図
９に示すように、医療デバイス５０のシャフト５２は、ルーメン１４９を貫通して内視鏡
２０の補助チャネル３０に延在する。一旦、ハンドルの一部分８４が、アダプタ１１０の
遠位端部分１４６に配置され、且つキー１５６とキー溝１５８が細長い医療デバイス５０
の一部分に方向を合わせるように嵌合されると、固定部１７２は、ハンドルの一部分８４
に対して締め付けることができる。固定部１７２をハンドルの一部分８４に締め付けると
き、ハンドル８２の一部分が回転し、細長いデバイス５０のシャフト５２が内視鏡２０に
対して長手方向に移動可能である一方、細長い医療デバイス５０のシャフト５２は、アダ
プタ１１０内で及び内視鏡２０に対して軸線方向を保持する。
【００４６】
　図１０と１１は、本発明のアダプタの別の実施形態を示している。第１の部分２２２と
第２の部分２２４を有するアダプタ２１０が図１０に示されている。第１の部分２２２は
内視鏡２０のコネクタ２８を相補的に係合するように構成されている。第１の部分２２２
は、間に開口部２４８を有する一対の柔軟性のある脚２２６を有している。アダプタ２１
０が内視鏡２０のコネクタ２８に固定することができるように、脚２２６は、コネクタ２
８のフランジ３１の下に、及びコネクタ２８の周りに摺動するのに十分な柔軟性がある。
図１０に示すように、アダプタ２１０の第２の部分２２４は、ヒンジ２２８によって第１
の部分２２２に連結することができる。或いは、第２の部分２２４は第１の部分２２２か
ら独立して設けてもよい。アダプタ２１０は、第１の部分２２２がコネクタ２８を被って
摺動できるように、ヒンジ２２８を開いた状態で提供することができ、また、第２の部分
２２４は、フランジ３１が第１の部分２２２と第２の部分２２４の間に固定されるように
、コネクタ２８及び第１の部分２２２に閉じ具２３０によって固定することができる。幾
つかの実施形態では、閉じ具２３０は、第１の部分２２２と一体に形成され、アダプタ２
１０をコネクタ２８に固定するために第２の部分２２４にスナップ嵌合する。或いは、閉
じ具２３０は、第１の部分２２２を第２の部分２２４と共に及びコネクタ２８に固定する
、別個の部品として設けてもよい。
【００４７】
　図１１に示すように、第２の部分２２４は、コネクタ２８のフランジ３１を収容し、且
つコネクタ２８に対してシールを形成する寸法及び形状とされている陥凹部２３２を備え
る。上記実施形態と同様に、別個のシール部材を設けてもよい（図示せず）。第２の部分
２２４は、第２の部分２２４を貫通して延在し、内視鏡２０の補助チャネル３０の開口部
４０に動作可能に連結しているルーメン２４９への開口部２４４を含んでいる。細長い医
療デバイスをアダプタ２１０に容易に連結するために、ルアータイプコネクタ２５０を開
口部２４４に設けることができる。所望の細長い医療デバイスと連結する任意のタイプの
コネクタ２５０をアダプタ２１０の第２の部分２２４に設けてもよい。細長い医療デバイ
スのシャフトが、開口部２４４及び４０を通って補助チャネル３０に延在するように、細
長い医療デバイスをアダプタ２０のコネクタ２５０に連結することができる。
【００４８】
　図１２及び１３は、本発明のアダプタの別の実施形態を示している。第１の部分３２２
と第２の部分３２４を有するアダプタ３１０を図１２に示す。第１の部分３２２は内視鏡
２０のコネクタ２８のフランジ３１を相補的に係合するように構成されている。第１の部
分３２２は、コネクタ２８を越えて拡張し、次にコネクタ２８のフランジ３１の下で元の
構成に戻り、且つスナップ嵌合するために、外側に拡張するのに十分な可撓性を有する柔
軟性のある脚３２６を含む。図１３に示すように、アダプタ３１０はコネクタ２８及び内
視鏡２０に固定されている。
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【００４９】
　図１３に示すように、アダプタ３１０は、コネクタ２８のフランジ３１を収容する寸法
及び形状とされ、且つコネクタ２８に対して密封するシール３３４を有する陥凹部３３２
を含んでいる。シール３３４をアダプタ３１０の一体部分として設けることができる。或
いは、シール３３４は、別個の部品として設けることができる。第２の部分３２４は、第
２の部分３２４及びシール３３４を貫通して延在し、且つ内視鏡２０の補助チャネル３０
の開口部４０に動作可能に連結しているルーメン３４９の開口部３４４を含んでいる。第
２の部分３２４は、単一のアダプタ３１０を提供するために、第１の部分３２２と一体に
形成されてもよい。細長い医療デバイスをアダプタ３１０に容易に連結するために、ルア
ータイプコネクタ３５０を開口部３４４に設けることができる。所望の細長い医療デバイ
スと容易に連結する任意のタイプのコネクタ３５０をアダプタ３１０の第２の部分３２４
に設けてもよい。細長い医療デバイスのシャフトが、開口部３４４、シール３３４及び開
口部４０を通って補助チャネル３０に延在するように、細長い医療デバイスをアダプタ２
０のコネクタ２５０に連結することができる。
【００５０】
　図１４、１５及び１６は、本発明のアダプタの別の実施形態を示している。第１の部分
４２２及び第２の部分４２４を有するアダプタ４１０を図１４に示す。第１の部分４２２
は内視鏡２０を相補的に係合するとともに、ステム部分２９の周囲及び補助チャネル３０
のコネクタ２８のフランジ３１の下に嵌合するように構成されている。第１の部分４２２
は、第１の部分４２２を通って延在し、内視鏡２０の補助チャネル３０と密接に嵌合する
寸法及び形状とされている本体部分４２３によって画定される開口部４４８を有している
。第１の部分４２２の表面４３５がコネクタ２８のフランジ３１の下に摺動するように、
第１の部分４２２は内視鏡２０の補助チャネル部分に横方向に摺動する構成とされている
。上述のように、幾つかの内視鏡２０では、コネクタ２８はステム部分２９に平坦な側面
を設けることができる。内視鏡２０に応じて、平坦な側面部分は異なる向きであってもよ
い。アダプタ４１０の第１の部分４２２の開口部４４８は、平坦な側面部分の向きに関係
なく、第１の部分４２２の本体部分４２３が、補助チャネル３０を抱き挟み、コネクタ２
８のステム部分２９に嵌合することを可能にしている。第１の部分４２２は、内視鏡２０
にアダプタ４１０を保持するために、コネクタ２８のフランジ３１の下に収まる寸法及び
形状とされている表面４３５をさらに有している。図１５に示すように、第１の部分４２
２が補助チャネル３０に密接に取り付けられているとき、コネクタ２８は開口部４４８を
貫通して延在し、フランジ３１は表面４３５の一部分に拡張している。また、後述するよ
うに、第１の部分４２２は、第２の部分４２４を閉じ且つ固定するために、閉じ具４３０
を備えていてもよい。閉じ具４３０は、一対の柔軟性のある脚４２６によって本体部分４
２３に連結してもよい。
【００５１】
　図１４及び１５に示すように、アダプタ４１０の第２の部分４２４は、ヒンジ４２８に
よって第１の部分４２２に連結することができる。或いは、第２の部分４２４は、第１の
部分４２２から独立して設けても、或いは当業者に公知の任意の手段によって連結されて
もよい。第１の部分４２２が、フランジ３１の下でコネクタ２８の一部分２９を越えて横
方向に摺動可能となり、次に、閉じ具４３０が対応する第２の部分４２４の閉じ具４３１
に連結されることによって、第２の部分４２４がコネクタ２８に被さって第１の部分４２
２に固定することができるように、アダプタ４１０は開いた位置の状態のヒンジ４２８を
設けてもよい。フランジ３１は、アダプタ４１０の第１の部分４２２と第２の部分４２４
との間に固定される。幾つかの実施形態では、閉じ具４３０は、第１の部分４２２と一体
に形成され、アダプタ４１０を補助チャネル３０のコネクタ２８に固定するために第２の
部分４２４の閉じ具４３１にスナップ嵌合する。或いは、閉じ具４３０は、第１の部分４
２２を第２の部分４２４と共に及びコネクタ２８に固定する、別個の部品として設けても
よい。また、第２の部分４２４は、第１の部分の第２の部分への閉鎖を容易にするために
、把持部材４４０を有してもよい。
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【００５２】
　図１４に示すように、第２の部分４２４は、コネクタ２８を収容し、且つコネクタ２８
に対してシールを形成する寸法及び形状とされている陥凹部４３２を備える。前述の実施
例と同様に、別個のシール部材４３４を、細長い医療デバイスが該シール部材４３４を貫
通できるようにするために、また流体や汚染物のアダプタ４１０への出入りを防止するた
めに設けてもよい。第２の部分２２４は、中にシール４３４を有する第２の部分４２４を
貫通して画定され、内視鏡２０の補助チャネル３０の開口部４０に操作可能に連結してい
る開口部４４４を有している。細長い医療デバイスをアダプタ４１０に容易に連結するた
めに、ルアータイプコネクタ４５０を開口部４４４に設けることができる。所望の細長い
医療デバイスと連結する任意のタイプのコネクタ４５０をアダプタ４１０の第２の部分４
２４に設けてもよい。細長い医療デバイスのシャフトが、開口部４４４及び４０を通って
補助チャネル３０に延在するように、細長い医療デバイスをアダプタ４１０のコネクタ４
５０に連結することができる。図１６は、補助チャネル３０の一部分２９に固定されたア
ダプタ４１０と、第１の部分４２２に固定された第２の部分４２４と、それらの間のフラ
ンジ３１とを示している。細長い医療デバイスは、コネクタ４５０及び開口部４４４に挿
通されたデバイスに連結してもよい。細長い医療デバイスを挿通することができるように
、且つ液体が漏れないようにシールを設けることができる。
【００５３】
　また、本明細書に記載されたアダプタはキット１００に納めることができる。キット１
００は、無菌又は非無菌部品を備えることができる。図１７に示すように、少なくとも１
つのアダプタ１０が、パッケージ９０を有するキット１００の中に細長い医療デバイス５
０と共に納められていてもよい。幾つかの実施形態では、キット１００は、細長い医療デ
バイス５０の有無にかかわらず、複数のアダプタ１０を納めることができる。キット１０
０の複数のアダプタ１０には、単一の第１の部分２２及び複数の異なる形状の第２の部分
２４を含めることができる。或いは、キット１００の複数のアダプタ１０には、単一の第
２の部分２４を有する複数の異なる形状の第１の部分２２を納めることができる。幾つか
の実施形態では、キット１００には、複数の第１の部分２２と複数の第２の部分２４を有
する複数のアダプタ１０を含めることができる。複数のアダプタが細長い医療デバイスと
共にキット１００に納められている場合、各アダプタ１０は、キット１００に納められた
医療デバイス５０を相補的に係合するように構成された近位端部分２６を有する第２の部
分２４を含む。各アダプタ１０は、異なるタイプの内視鏡と嵌合できる異なる構成の第１
の部分２２ａ、２２ｂが設けられていてもよい。例えば、第１の端部２２aは、コネクタ
が一対の平坦な側面を含む内視鏡のコネクタを相補的に係合するように構成することがで
きる。第１の端部２２ｂは、丸みを帯びた基部を有する内視鏡のコネクタを、典型的なル
アーコネクタなどのフランジで相補的に係合するように構成することができる。キット１
００は、医療デバイス５０を医師が好む任意の内視鏡と共に使用することができるように
、アダプタ１０の複数の異なる構成の第１の端部２２を備えることができる。キット１０
０はまた、複数のアダプタ１０を備えて、医療デバイスなしで提供されてもよい。アダプ
タ１０は、異なる構成の第１の部分２２と第２の部分２４を有していてもよい。図１８に
示すように、キット１００は、滅菌キットの状態で提供することができるパッケージ９２
及び複数の第１の部分２２ａ、２２ｂ、２２ｃ及び複数の第２の部分２４ａ、２４ｂ、２
４cを含んでいる。また、キットは、非滅菌であってもよい。第１の部分２２ａ、２２ｂ
、２２ｃ及び第２の部分２４ａ、２４ｂ、２４ｃは、一般的なアダプタ１０を提供するた
めに、任意の第１の部分が任意の第２の部分に係合するように互換性があってもよい。或
いは、すでに連結又は一体的に連結されている第１及び第２の部分を有する複数の異なる
構成のアダプタを提供してもよい。
【００５４】
　上記の図及び開示は例示であり網羅的なものではないことを意図している。本説明は、
当業者に多くの変形物と代替物を示唆するであろう。このような変形物及び代替物の全て
が、添付の特許請求の範囲内に包含されることが意図されている。当業者は本明細書に記
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特許請求の範囲によって包含されることを意図している。本発明は、例えば、摺動可能な
ハンドルとシャフトを有する医療用デバイスを用いて、例示目的だけのために説明されて
いる。任意の他の細長い医療デバイスへの本発明の原理の応用は、当該分野の通常技術内
のものであり、添付の特許請求の範囲内に包含されることが意図されている。
【符号の説明】
【００５５】
　１０、１１０、２１０、３１０、４１０　アダプタ
　２２、２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、１２２、２２２、３２２、４２２　第１の部分
　２４、２４ａ、２４ｂ、２４ｃ、１２４、２２４、３２４、４２４　第２の部分
　２６　遠位端部分
　２８、４５０　コネクタ
　２９　ステム部分
　３０　補助チャンネル、作業チャネル
　３１　フランジ
　３４　平坦な内部側面
　３６　スロット
　３７、４０、４４、２４４、２４８、３４４、４４４、４４８　開口部
　４２　雄ねじ
　４６、１４６　近位部分、近位端部分
　４８、４９、１４９、２４９、３４９、３４４　ルーメン
　５０　細長い医療デバイス
　５２　シャフト
　５６、１５６　キー
　５８、１５８　キー溝
　６０、３３４、４３４　シール
　６６　遠位側空洞壁
　６７　チャネル
　６８　雌ねじ
　７２、７６、１７２　固定部
　７８　クリップ
　８２　ハンドル
　８４　ハンドルの一部分
　９０、９２　パッケージ
　１００　キット
　１７５　側壁開口部
　２２６　柔軟性のある脚
　２２８、４２８　ヒンジ
　２３０、４３０、４３１　閉じ具
　２３２、３３２　陥凹部
　２５０、４５０　ルアータイプコネクタ
　３２６　脚
　４２３　本体部分
　４３４　シール部材
　４３５　表面
　４４０　把持部材
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